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■議決の結果及び内容（詳しくは町ＨＰの会議録をご覧下さい。図書館でも閲覧可能です。）  
 議案番号 件 名 及 び 内 容   議決年月日 議決の結果

選挙第７号 松茂町選挙管理委員及び補充員の選挙について 27年12月４日 選　　挙
 ◆松茂町選挙管理委員に大坪章夫氏、木内聖氏、下村稔氏、笹山武彦氏。
 補充員に第１順位に甲谷勝利氏、第２順位に鈴江俊二氏、第３順位に
 小杉弘志氏、第４順位に阿川芳昭氏が指名推薦により当選。

議案第58号 第五次松茂町総合計画基本構想の策定について 27年12月17日 原案可決
 ◆平成28年度から平成37年度を目標年次とする第五次松茂町総合計画
 基本構想を策定。

議案第59号 満穂コミュニティセンターに係る指定管理者の指定について 27年12月４日 原案可決
 ◆指定管理者に満穂自治会、指定期間を平成28年４月１日から平成33
 年３月31日までの５年間とする。

議案第60号 長岸コミュニティセンターに係る指定管理者の指定について 27年12月４日 原案可決
 ◆指定管理者に長岸自治会、指定期間を平成28年４月１日から平成33
 年３月31日までの５年間とする。

議案第61号 北地地区研修集会センターに係る指定管理者の指定について 27年12月４日 原案可決
 ◆指定管理者に北地自治会、指定期間を平成28年４月１日から平成33
 年３月31日までの５年間とする。

議案第62号 松茂町老人福祉センター「松鶴苑」に係る指定管理者の 27年12月４日 原案可決
 指定について
 ◆指定管理者に社会福祉法人　松茂町社会福祉協議会、指定期間を平
 成28年４月１日から平成33年３月31日までの５年間とする。

議案第63号 松茂町児童館に係る指定管理者の指定について 27年12月４日 原案可決
 ◆松茂町中央児童館、松茂町東部児童館、松茂町長原児童館、松茂町
 松茂児童館、松茂町喜来児童館の指定管理者に社会福祉法人　松茂町
 社会福祉協議会、指定期間を平成28年４月１日から平成33年３月31日
 までの５年間とする。

議案第64号 長原ふれあい館に係る指定管理者の指定について 27年12月４日 原案可決
 ◆指定管理者に社会福祉法人　松茂町社会福祉協議会、指定期間を平
 成28年４月１日から平成33年３月31日までの５年間とする。

議案第65号 中喜来地区農村公園に係る指定管理者の指定について 27年12月４日 原案可決
 ◆指定管理者に中喜来自治協議会、指定期間を平成28年４月１日から
 平成33年３月31日までの５年間とする。

議案第66号 中喜来地区北部農村公園に係る指定管理者の指定について 27年12月４日 原案可決
 ◆指定管理者に中喜来自治協議会、指定期間を平成28年４月１日から
 平成33年３月31日までの５年間とする。

議案第67号 中喜来地区農事集会所に係る指定管理者の指定について 27年12月４日 原案可決
 ◆指定管理者に中喜来自治協議会、指定期間を平成28年４月１日から
 平成33年３月31日までの５年間とする。

議案第68号 豊岡地区農事集会所に係る指定管理者の指定について 27年12月４日 原案可決
 ◆指定管理者に豊岡自治会、指定期間を平成28年４月１日から平成33
 年３月31日までの５年間とする。
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 議案番号 件 名 及 び 内 容   議決年月日 議決の結果

議案第69号 長原漁港製氷貯氷施設に係る指定管理者の指定について 27年12月４日 原案可決
 ◆指定管理者に長原漁業協同組合、指定期間を平成28年４月１日から
 平成33年３月31日までの５年間とする。

議案第70号 松茂町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例 27年12月17日 原案可決
 ◆改正の主な内容は、町税の納付書、及び 納入書に法人番号を記載する
 規定を削除する。

議案第71号 松茂町税条例の一部を改正する条例 27年12月17日 原案可決
 ◆改正の主な内容は、地方税法に定める地方税の猶予制度の規定の改正
 に伴い、申請手続等、一定の事項について定める。

議案第72号 松茂町行政手続における特定の個人を識別するための番号 27年12月17日 原案可決
 の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個
 人情報の提供に関する条例
 ◆松茂町の社会保障、税及び災害対策の分野で、個人番号を含む「特定
 個人情報」を利用、又は部局間で情報提供する事務を定める。

議案第73号 松茂町介護保険条例の一部を改正する条例 27年12月17日 原案可決
 ◆改正の主な内容は、保険料の「徴収猶予申請」時と「減免申請」時に、
 個人番号の記入を求める。

議案第74号 平成27年度松茂町一般会計補正予算（第３号） 27年12月17日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ6,731万円を追加し、
 総額を62億5,097万4千円とする。

議案第75号 平成27年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 27年12月17日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ5,604万2千円を追
 加し、総額を19億9,375万9千円とする。

議案第76号 平成27年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第２号） 27年12月17日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ81万円を追加し、
 総額を1億212万円とする。

議案第77号 平成27年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第２号） 27年12月17日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ392万7千円を減
 額し、総額を5億4,802万5千円とする。

 委員会の閉会中の継続調査について 27年12月17日 原案可決
 ◆総務常任委員会、産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、議会運
 営委員会、広報特別委員会及び地震・津波対策特別委員会は継続調査を
 行う。

追加議案

議案第78号 モーターボート競走の施行について 27年12月17日 原案可決
 ◆町財政の健全な伸長を図るためモーターボート競走法により、総務大
 臣の指定を受けて鳴門モーターボート競走場において実施する。
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佐
藤 

禎
宏 

議
員

小
さ
い
お
子
さ
ん
向
け
に
各

自
治
体
が
独
自
で
上
乗
せ
助

成
を
し
て
い
る
「
子
ど
も
は
ぐ
く
み

医
療
費
助
成
制
度
」
は
、
町
で
は
小

学
校
修
了
時
ま
で
と
な
っ
て
い
る
が
、

県
下
の
自
治
体
の
半
数
以
上
の
十
六

自
治
体
で
は
中
学
校
修
了
時
ま
で
と

な
っ
て
い
る
。
十
八
歳
ま
で
の
自
治

体
も
二
つ
あ
る
。
私
の
も
と
に
は
若

い
母
親
の
方
か
ら
、
町
も
中
学
校
修

了
時
ま
で
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
声

が
届
け
ら
れ
て
い
る
。
同
助
成
制
度

を
中
学
校
修
了
時
ま
で
に
す
る
こ
と

は
子
育
て
支
援
の
充
実
に
寄
与
す
る

こ
と
に
も
な
る
の
で
、
で
き
る
だ
け

早
期
に
引
き
上
げ
を
お
願
い
し
た
い
。

子
ど
も
は
ぐ
く
み
医
療
費
助

成
制
度
は
、
議
員
ご
指
摘
の

と
お
り
、
現
在
、
町
で
は
小
学
校
修

了
時
ま
で
で
、
世
帯
の
所
得
制
限
も

付
し
て
お
り
ま
す
。
来
年
度
か
ら
は
、

ま
ず
は
こ
の
所
得
制
限
を
廃
止
し
ま

す
。
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
つ
い

て
も
、
現
在
計
画
中
の
町
立
保
育
所

の
民
営
化
で
町
財
政
の
負
担
軽
減
が

図
れ
、
こ
れ
に
よ
り
財
政
的
裏
づ
け

が
確
保
で
き
れ
ば
、
少
子
化
対
策
・

子
育
て
支
援
策
の
充
実
の
一
つ
と
し

て
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

川
田 　

修 

議
員

十
月
末
に
名
古
屋
市
近
郊
の

豊
山
町
と
東
郷
町
に
議
員
研
修

で
行
っ
た
際
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

は
、
山
間
部
だ
け
で
は
な
く
都
市
近

郊
の
町
で
も
十
分
利
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
知
っ
た
。
近
年
は
高
齢
者
ド

ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
交
通
事
故
も
増
え

て
い
る
。
高
齢
者
と
し
て
も
、
自
他

と
も
の
危
険
を
避
け
る
べ
く
運
転
免

許
を
返
納
し
た
く
て
も
、
現
状
、
公

共
交
通
の
便
が
悪
く
、
気
軽
な
外
出

だ
け
で
な
く
、
買
い
物
や
通
院
な
ど
、

生
活
に
困
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
返

納
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
ち

な
み
に
昨
年
の
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果
で
も
、
町
民
満
足
度
が
二
番
目

に
低
く
か
っ
た
の
が
公
共
交
通
の
便

の
悪
さ
だ
っ
た
。

　

町
で
は
平
成
二
十
一
年
に
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
の
試
験
運
行
を
し
、
そ

の
際
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
約
四

六
％
の
方
が
利
用
し
た
い
と
回
答
し

て
い
た
が
、
平
成
二
十
二
年
三
月
の

一
般
質
問
に
お
け
る
町
側
の
回
答
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
導
入
は
現
在

の
と
こ
ろ
未
定
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

あ
れ
か
ら
六
年
、
ま
す
ま
す
高
齢
化

も
進
ん
で
い
て
、
ニ
ー
ズ
も
高
ま
っ

て
い
る
と
思
え
る
の
で
、
早
期
に
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
町
内
で
も
運
行

す
る
よ
う
検
討
を
始
め
て
い
た
だ
き

た
い
。

子
ど
も
は
ぐ
く
み
医
療

費
助
成
制
度
の
引
き
上

げ
に
つ
い
て

1

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の

導
入
に
つ
い
て

1

　

本
年
最
後
の
四
回
目
の
定
例
会
が
十
二
月
四
日
か

ら
十
七
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
二
日
目
に

当
た
る
七
日
に
は
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

多
岐
に
わ
た
る
質
問
が
な
さ
れ
、
今
回
も
率
直
か

つ
有
意
義
な
質
疑
が
行
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

議会会議録は
松茂町図書館に
配置してあります

こ
こ
が
聞
き
た
い
！

 
町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

 
町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

 
町
政
に
対
す
る
一
般
質
問
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公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
に
つ
い
て

2
平
成
二
十
一
年
に
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
を
試
験
運
行
し
た
際

に
は
極
め
て
利
用
者
が
少
な
く
、
運

行
を
継
続
的
に
維
持
で
き
る
か
が
不

明
な
結
果
で
し
た
。
高
齢
化
が
進
ん

だ
現
在
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ニ
ー
ズ

に
関
し
て
は
当
時
と
そ
れ
ほ
ど
変
化

し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
民
間
に
よ
る
移
動
ス
ー

パ
ー
が
生
ま
れ
て
く
る
な
ど
、
新
た

な
消
費
行
動
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
今
後
、
社
会
状
況
を
見

な
が
ら
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
が
あ
れ
ば

検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

高
齢
者
の
方
々
の
交
通
の
利
便
性

向
上
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
福
祉
バ

ス
の
運
行
頻
度
を
現
状
の
倍
に
す
る

な
ど
し
て
対
応
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
全
体
の
い
わ
ゆ
る
社
会
イ

ン
フ
ラ
の
老
朽
化
が
急
速
に

進
む
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
中
、
国
は

地
方
自
治
体
と
と
も
に
、
そ
の
対
策

と
し
て
平
成
二
十
五
年
十
一
月
に
イ

ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
を
策
定
し
、

各
自
治
体
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
管
理
す

る
社
会
イ
ン
フ
ラ
に
関
し
て
公
共
施

設
等
総
合
管
理
計
画
を
平
成
二
十
八

年
度
末
ま
で
に
策
定
す
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
。
町
の
対
応
状
況
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。
ま
た
計
画
の
実
行

段
階
に
お
い
て
、
現
在
の
町
の
体
制

で
十
分
対
応
は
で
き
る
の
か
。

　

特
に
町
で
は
学
校
な
ど
の
教
育
施

設
が
公
共
施
設
の
約
四
割
と
大
き
な

比
率
を
占
め
る
が
、
現
状
の
体
制
で

大
丈
夫
か
。
例
え
ば
県
庁
Ｏ
Ｂ
や
民

間
人
で
、
こ
れ
ら
施
設
の
管
理
業
務

の
経
験
を
有
す
る
人
材
を
新
た
に
雇

い
、
継
続
的
に
管
理
し
て
は
ど
う
か
。

そ
の
ほ
う
が
民
間
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

に
委
託
す
る
よ
り
も
経
済
的
で
も
あ

る
と
思
う
が
。

現
在
、
町
で
は
民
間
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
に
町
の
公
共
施
設

の
管
理
に
関
す
る
基
礎
デ
ー
タ
の
収

集
・
整
理
を
委
託
し
、
こ
れ
を
も
と

に
計
画
策
定
の
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
国
か
ら
求
め

ら
れ
て
い
る
期
限
ま
で
に
は
計
画
を

策
定
で
き
る
見
込
み
で
す
。

　

今
回
の
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
の
総
括
部
署
は
総
務
課
と
し
ま
す

が
、
既
に
各
課
で
策
定
済
み
の
長
寿

命
化
計
画
も
参
考
に
し
つ
つ
、
公
共

施
設
等
総
合
管
理
計
画
を
策
定
・
実

行
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
現
状
の
体

制
で
も
計
画
の
実
行
に
支
障
が
な
い

と
思
い
ま
す
。
ま
た
建
築
・
設
計
等

の
専
門
的
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
同
様
、
民
間
会
社
に
委
託
す
る

な
ど
し
て
対
応
し
ま
す
。
こ
の
点
は

教
育
施
設
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
特

に
新
た
に
専
門
職
を
雇
う
予
定
は
あ

り
ま
せ
ん
。

板
東 

絹
代 

議
員

松
茂
町
の
名
の
由
来
は
、
昔
、

新
田
開
発
に
伴
い
築
か
れ
た

堤
防
上
に
松
が
植
え
ら
れ
、
多
く
の

松
が
生
い
茂
る
姿
に
あ
る
と
言
わ
れ

る
。
現
在
、
町
花
は
松
葉
菊
、
町
木

は
黒
松
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
町
民
の

方
々
に
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
、
心

配
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
町
の
シ
ン
ボ

ル
を
大
切
に
し
、
次
世
代
に
伝
え
て

い
き
た
い
と
思
い
、
以
下
の
三
点
を

提
案
す
る
。
町
の
見
解
を
求
め
る
。

⑴
町
花
の
松
葉
菊
を
大
い
に
育
て
咲

か
せ
る
た
め
、
各
家
庭
が
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
松
葉
菊
を
気
軽
に
無

料
で
も
ら
え
る
よ
う
に
配
布
方
法

を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
役
場
玄

関
や
学
校
、
町
の
各
施
設
で
育
て

る
取
り
組
み
を
し
て
は
ど
う
か
。

⑵
町
木
の
黒
松
も
昔
は
町
内
の
多
く

の
場
所
で
松
林
と
し
て
、
あ
る
い

は
海
岸
線
で
は
防
風
林
・
防
砂
林

と
し
て
あ
っ
た
が
、
昨
今
は
そ
の

面
積
も
激
減
し
、
残
っ
て
い
る
木

も
松
く
い
虫
の
被
害
の
心
配
が
あ

る
。
こ
れ
ら
黒
松
の
保
護
及
び
新

規
植
栽
に
取
り
組
ん
で
は
ど
う
か
。

⑶
町
に
は
「
マ
ッ
ピ
ー
」
と
「
松

ぼ
っ
く
ん
」
と
い
う
シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク
が
あ
り
、
広
報
紙
や
ホ
ー

松
茂
町
の
イ
メ
ー
ジ

戦
略
に
つ
い
て

1
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の

ス
ム
ー
ズ
な
運
用
に
つ

い
て

1

ム
ペ
ー
ジ
上
で
よ
く
見
か
け
る
が
、

さ
ら
に
町
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
を
進

め
る
上
で
、
新
規
に
町
民
の
皆
様

か
ら
公
募
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ご
当

地
キ
ャ
ラ
を
つ
く
り
、
各
種
イ
ベ

ン
ト
の
盛
り
上
げ
や
町
特
産
品
の

Ｐ
Ｒ
に
活
用
し
て
は
ど
う
か
。

⑴
現
在
、
松
葉
菊
を
は
じ
め

と
す
る
花
の
無
料
配
布
は
、

松
茂
花
づ
く
り
会
の
皆
様
の
ご
協

力
を
得
て
、
年
二
回
、
春
と
秋
に

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
と
き

に
は
各
学
校
へ
も
配
布
し
、
町
施

設
へ
も
同
会
の
皆
様
で
花
を
植
栽

し
て
い
ま
す
。
今
後
は
、
こ
の
協

力
関
係
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
、
よ

り
多
く
の
松
葉
菊
を
は
じ
め
と
す

る
花
を
育
苗
し
、
多
く
の
場
所
で

花
が
咲
く
ま
ち
づ
く
り
に
努
め
た

い
と
思
い
ま
す
。

⑵
議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
、
現
在
、

松
林
は
ほ
ぼ
海
岸
線
に
残
る
だ
け

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
残
る

松
林
は
防
風
林
・
防
砂
林
の
機
能

も
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
海
岸
線
で

の
松
林
の
保
存
・
育
成
に
努
め
る

た
め
、
町
の
森
林
整
備
計
画
に
も

と
づ
き
、
県
の
助
成
を
受
け
つ
つ
、

松
く
い
虫
被
害
の
防
止
、
被
害
を

既
に
受
け
た
樹
木
の
伐
採
、
そ
の

後
の
補
植
を
地
権
者
の
同
意
を
得

て
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
地

区
に
つ
い
て
も
、
地
権
者
等
の
土

地
の
管
理
者
に
対
し
て
働
き
か
け
、

松
林
の
保
護
・
維
持
増
進
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

⑶
来
年
度
に
は
町
の
新
庁
舎
が
完
成

し
ま
す
。
こ
の
節
目
に
あ
わ
せ
、

町
の
愛
ら
し
い
マ
ス
コ
ッ
ト
を
、

議
員
ご
提
案
の
と
お
り
、
町
民
の

皆
様
か
ら
公
募
・
選
定
し
、
着
ぐ

る
み
な
ど
を
作
製
し
た
上
で
、
今

後
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
潤
滑
剤
と

し
て
活
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

一
森 

敬
司 

議
員

⑴
い
よ
い
よ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
が
導
入
さ
れ
る
が
、
導

入
に
あ
た
っ
て
町
内
事
業
者
及
び

個
人
に
対
す
る
説
明
会
の
予
定
は

あ
る
か
。
ま
た
導
入
に
あ
た
っ
て

は
、
町
職
員
が
同
制
度
に
関
す
る

知
識
を
共
有
し
、
町
民
の
方
か
ら

の
質
問
に
は
共
通
し
た
対
応
が
で

き
る
よ
う
に
し
っ
か
り
教
育
研
修

を
お
願
い
し
た
い
。
特
に
高
齢
者

の
方
に
は
、
わ
か
り
や
す
い
説
明

に
心
が
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑵
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
導
入
す
る

た
め
に
は
、
新
た
に
機
器
を
購
入

し
た
り
、
既
存
シ
ス
テ
ム
を
改
修

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
思
う

が
、
そ
の
費
用
は
ど
の
程
度
に
な

る
か
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
す
る
国

庫
補
助
は
ど
の
程
度
あ
る
か
。

⑴
町
独
自
に
事
業
者
向
け
説

明
会
を
開
く
予
定
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
事
業
者
の
方
々
に
は
県

や
税
務
署
あ
る
い
は
各
事
業
団
体

が
積
極
的
に
説
明
会
を
行
っ
て
い

ま
す
の
で
、
そ
の
情
報
を
提
供
し
、

参
加
を
促
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

個
人
向
け
に
は
、
既
に
七
月
よ

り
、
広
報
紙
で
毎
号
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
の
特
集
記
事
を
載
せ
た

り
、
啓
発
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
各
戸

に
配
布
し
た
り
、
町
民
議
会
で
説

明
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
各

種
団
体
の
会
合
や
研
修
会
、
町
民

議
会
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
と

ら
え
、
懇
切
丁
寧
に
制
度
説
明
を

し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
職
員
へ
の
教
育
研
修
に
つ

い
て
も
、
情
報
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
意
識
を
徹
底
し
、
町
か
ら
特
定

個
人
情
報
漏
洩
を
絶
対
に
起
こ
さ

な
い
と
い
う
強
い
意
思
を
も
っ
て

行
い
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
適
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切
に
運
用
し
て

ま
い
り
ま
す
。

⑵
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
導
入
に
あ

た
っ
て
は
、
昨

年
は
住
民
基
本

台
帳
シ
ス
テ
ム

の
改
修
関
連
と
し
て
約
九
百
八
十

万
円
を
執
行
し
、
国
か
ら
の
補
助

は
約
九
百
万
円
（
補
助
率
約
九

〇
％
）
で
し
た
。
今
年
は
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
改
修
、
町

税
・
介
護
保
険
シ
ス
テ
ム
等
の
変

更
の
た
め
、
執
行
済
額
と
予
定
額

を
合
わ
せ
約
七
千
八
十
万
円
が
必

要
で
、
国
か
ら
は
総
務
省
、
厚
生

労
働
省
か
ら
の
補
助
で
合
計
約
二

千
二
百
四
十
万
円
（
補
助
率
約
三

〇
％
）
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

今
年
度
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
入

札
の
結
果
次
第
で
は
必
要
額
の
低

減
と
、
こ
れ
に
よ
る
補
助
率
の
増

加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
町
と
し
て

は
、
細
心
の
注
意
を
払
い
、
シ
ス

テ
ム
改
修
に
瑕
疵
が
な
い
よ
う
慎

重
に
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

佐
藤 

富
男 

議
員

横
浜
市
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
傾

斜
し
た
こ
と
を
発
端
に
、
全

国
で
多
く
の
建
物
の
基
礎
杭
工
事
で

デ
ー
タ
改
ざ
ん
が
あ
っ
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
た
。
県
内
で
は
、
県
立
中
央

病
院
の
基
礎
杭
工
事
で
二
百
五
十
四

本
の
う
ち
二
十
二
本
の
杭
で
デ
ー
タ

の
流
用
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受

け
、
県
で
は
今
後
、
す
べ
て
の
杭
工

事
に
つ
い
て
職
員
を
派
遣
す
る
こ
と

で
、
杭
が
し
っ
か
り
支
持
層
（
建
物

を
支
え
る
硬
い
地
盤
）
に
到
達
し
て

い
る
こ
と
及
び
デ
ー
タ
が
適
切
に
取

得
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
体

制
を
敷
い
た
。

　

町
で
は
、
津
波
防
災
セ
ン
タ
ー
・

中
央
庁
舎
建
設
工
事
に
お
い
て
既
に

基
礎
杭
打
ち
工
事
が
始
め
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
工
事
が
適
正
に
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
町

の
対
策
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

津
波
防
災
セ
ン
タ
ー
・
中
央

庁
舎
建
設
工
事
に
お
い
て
は
、

基
礎
杭
を
二
十
八
本
打
つ
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
基
礎
杭
が

し
っ
か
り
支
持
層
に
到
達
す
る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
、
県
と
同
様
、
町

で
も
職
員
が
全
て
の
杭
の
検
査
に
立

ち
会
い
ま
す
。
ま
た
今
回
の
工
事
は
、

既
に
建
設
済
み
の
議
会
棟
と
総
合
会

館
に
は
さ
ま
れ
た
区
画
で
実
施
さ
れ

ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
隣
接
す
る
敷
地

の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
デ
ー
タ
と
比
較

し
、
支
持
層
が
形
成
さ
れ
て
い
る
深

さ
や
分
布
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
れ

ら
の
方
法
に
よ
り
、
杭
の
適
正
施
工

を
注
意
深
く

検
査
確
認
し
、

建
築
物
の
安

全
確
保
に
努

め
て
ま
い
り

ま
す
。

  

常
任
委
員
会

 

　

 

委
員
長
レ
ポ
ー
ト

　

第
四
回
定
例
会
に
お
け
る

委
員
長
報
告
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
各
会
計
の
補
正
総
額
等
は
、
議
決
の

結
果
及
び
内
容
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
）

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　

森
谷　

靖

　

付
託
さ
れ
た
議
案
四
件
は
、原
案
の

と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を

報
告
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
改
正
は
、
地
方
税
法
施
行
規

則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
が
、

本
年
九
月
三
十
日
に
公
布
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
本
年
六
月
の
第
二
回
定

例
会
で
議
決
し
ま
し
た
「
松
茂
町
税

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

に
関
係
す
る
条
項
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

　

改
正
の
主
な
内
容
は
、
町
が
作
成

松
茂
町
税
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

庁
舎
新
築
工
事
の
基
礎

工
事
に
つ
い
て

1

か
し
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す
る
町
税
の
納
付
書
及
び
納
入
書
に

つ
い
て
、
法
人
に
あ
っ
て
は
、
法
人

番
号
を
記
載
す
る
旨
の
規
定
を
削
除

す
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
改
正
は
、
地
方
税
法
に
定
め

る
地
方
税
の
猶
予
制
度
の
規
定
の
改

正
に
伴
い
、
申
請
手
続
等
、
一
定
の

事
項
に
つ
い
て
は
、
条
例
で
定
め
る

こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
松
茂
町

税
条
例
に
、
関
係
す
る
条
項
を
新
た

に
設
置
す
る
も
の
で
す
。

　

新
設
す
る
主
な
内
容
は
、
徴
収
猶

予
の
申
請
手
続
や
申
請
に
よ
る
換
価

の
猶
予
等
に
つ
い

て
、
申
請
書
に
記

載
す
る
事
項
や
添

付
す
る
書
類
等
を

規
定
す
る
も
の
で

す
。

○
主
な
質
疑
事
項

徴
収
猶
予
を
す
る
場
合
の
徴
収
率

は
ど
う
な
る
の
で
す
か
。

　

徴
収
猶
予
分
に
つ
い
て
は
、
一
時

的
に
徴
収
率
は
悪
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
一

月
一
日
に
、い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、

個
人
番
号
の
利
用
が
始
ま
る
こ
と
か

ら
、
行
政
手
続
き
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項

及
び
第
十
九
条
第
九
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
松
茂
町
の
社
会
保
障
、
税
及

び
災
害
対
策
の
分
野
で
、
個
人
番
号

を
含
む
「
特
定
個
人
情
報
」
を
利
用
、

又
は
部
局
間
で
情
報
提
供
す
る
事
務

を
定
め
る
も
の
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
六
千
七
百
三
十

一
万
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
総
額

を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
六
十
二
億
五

千
九
十
七
万
四
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

　

歳
入
の
地
方
特
例
交
付
金
で
三
百

六
十
六
万
三
千
円
及
び
地
方
交
付
税

の
普
通
交
付
税
で
七
千
百
四
十
万
四

千
円
の
増
額
補
正
は
確
定
に
よ
る
も

の
で
す
。
総
務
費
県
委
託
金
で
四
十

万
円
の
増
額
補
正
は
、
選
挙
人
名
簿

シ
ス
テ
ム
改
修
費
委
託
金
等
の
見
込

み
に
よ
る
も
の
で
す
。
雑
入
で
板
野

東
部
消
防
組
合
分
担
金
繰
越
金
返
納

金
で
一
千
二
百
四
十
二
万
円
の
増
額

補
正
は
、
平
成
二
十
六
年
度
決
算
の

確
定
に
よ
る
も
の
で
す
。
職
員
派
遣

費
交
付
金
で
二
百
六
十
九
万
八
千
円

の
減
額
補
正
は
、
徳
島
東
部
地
域
環

境
施
設
整
備
組
合
設
立
が
白
紙
撤
回

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
財
政
調
整
基
金
費
で
一
億

五
千
二
百
七
十
八
万
九
千
円
の
増
額

補
正
は
、
今
回
の
補
正
に
よ
る
剰
余

金
を
基
金
に
積
み
立
て
る
も
の
で
す
。

選
挙
管
理
委
員
会
費
で
百
三
十
万
円

の
増
額
補
正
は
、
有
権
者
の
年
齢
が

十
八
歳
以
上
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ

と
に
伴
い
委
託
業
務
で
選
挙
人
名
簿

シ
ス
テ
ム
改
修
な
ど
を
行
う
も
の
で

す
。
消
防
費
で
五
千
五
十
二
万
二
千

円
の
減
額
補
正
は
、
板
野
東
部
消
防

組
合
が
実
施
す
る
指
令
セ
ン
タ
ー
更

新
事
業
に
つ
い
て
当
初
は
、
平
成
二

十
七
年
度
の
単
年
事
業
と
し
て
実
施

す
る
予
定
で
あ
り
ま
し
た
が
、
変
更

に
よ
り
平
成
二
十
七
年
度
、
平
成
二

十
八
年
度
の
二
カ
年
の
継
続
事
業
と

な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長　

一
森　

敬
司

　

付
託
さ
れ
た
議
案
三
件
は
、原
案
の

と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を

報
告
い
た
し
ま
す
。

　

歳
出
の
清
掃
総
務
費
の
償
還
金
利

子
及
び
割
引
料
で
三
十
四
万
五
千
円

の
増
額
補
正
は
、町
有
豊
久
墓
地
の
使

用
に
関
し
、二
名
の
方
か
ら
返
還
の
申

し
出
が
あ
り
、条
例
の
規
定
に
よ
り
返

平
成
二
十
七
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）(

所
管
分
）

松
茂
町
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

松
茂
町
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

個
人
番
号
の
利
用
及
び
特

定
個
人
情
報
の
提
供
に
関

す
る
条
例

平
成
二
十
七
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）（
所
管
分
）

Ａ Ｑ
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還
金
を
計
上
す
る
も
の
で
す
。商
工
振

興
費
で
二
百
二
十
二
万
円
の
減
額
補

正
は
、海
水
浴
場
監
視
及
び
安
全
対
策

委
託
料
の
確
定
に
よ
る
も
の
で
す
。操

出
金
の
農
業
集
落
排
水
特
別
会
計
操

出
金
で
八
十
一
万
円
の
増
額
補
正
及

び
公
共
下
水
道
特
別
会
計
操
出
金
で

一
千
三
十
九
万
三
千
円
の
減
額
補
正

は
、財
源
調
整
の
た
め
補
正
す
る
も
の

で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
八
十
一
万
円
を

追
加
し
、補
正
後
の
予
算
の
総
額
を
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
億
二
百
十
二
万

円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
一
般
会
計
繰
入
金
で
、八
十

一
万
円
の
増
額
補
正
は
、歳
出
補
正
の

財
源
に
充
て
る
も
の
で
す
。歳
出
の
集

落
排
水
事
業
管
理
費
の
需
用
費
で
百

三
十
五
万
円
の
増
額
補
正
は
、中
喜
来

中
継
ポ
ン
プ
の
非
常
通
報
装
置
等
を

修
繕
す
る
も
の
で
す
。委
託
料
で
五
十

四
万
円
の
減
額
補
正
は
、委
託
業
務
の

執
行
に
よ
り
不
用
額
を
減
額
す
る
も

の
で
す
。

　

十
一
月
末
現
在
の
接
続
状
況
は
、長

岸
地
区
が
約
九
三
・
九
％
、中
喜
来
地

区
が
約
六
五
・
七
％
、北
川
向
地
区
が

約
七
三
・
一
％
、事
業
全
体
三
地
区
合

計
で
約
七
二
％
の
接
続
率
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
三
百
九
十
二

万
七
千
円
を
減
額
し
、
補
正
後
の
予

算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
五

億
四
千
八
百
二
万
五
千
円
と
す
る
も

の
で
す
。

　

歳
入
の
一
般
会
計
繰
入
金
で
、
一

千
三
十
九
万
三
千
円
の
減
額
補
正
は
、

歳
入
歳
出
の
財
源
調
整
に
よ
る
も
の

で
す
。
雑
入
で
六
百
四
十
六
万
六
千

円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
六
年

度
消
費
税
の
額
の
確
定
に
よ
る
還
付

金
で
す
。
歳
出
の
公
共
下
水
道
建
設

費
で
二
百
九
十
八
万
二
千
円
、
及
び

公
共
下
水
道
管
理
費
で
九
十
四
万
五

千
円
の
減
額
補
正
は
委
託
業
務
の
執

行
に
よ
り
不
用
額
を
減
額
す
る
も
の

で
す
。

　

十
一
月
末
現
在
の
接
続
状
況
は
、

公
共
汚
水
ま
す
設
置
戸
数
一
千
百
三

戸
に
対
し
、
接
続
完
了
戸
数
が
五
百

九
十
九
戸
で
、
約
五
四
・
三
％
の
接

続
率
で
す
。

教
育
民
生
常
任
委
員
会

委
員
長　

佐
藤　

富
男

　

付
託
さ
れ
た
議
案
三
件
は
、
原
案

の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を

報
告
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
条
例
改
正
に
つ
い
て
は
、
個

人
番
号
の
利
用
開
始
に
関
連
し
て
、

介
護
保
険
法
施
行
規
則
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
個
人
番
号
を
利
用
し

て
処
理
す
る
事
務
に
お
い
て
、
各
種

申
請
書
の
項
目
に
個
人
番
号
を
追
加

す
る
た
め
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
民
生
費
国
庫
負
担
金
で
一

千
百
三
十
五
万
五
千
円
の
減
額
補
正

及
び
民
生
費
県
負
担
金
で
二
百
六
十

一
万
三
千
円
の
減
額
補
正
は
、児
童
手

当
の
確
定
に
よ
る
も
の
で
す
。民
生
費

国
庫
補
助
金
で
六
百
四
十
八
万
二
千

円
の
減
額
補
正
は
、臨
時
福
祉
給
付
金

等
給
付
事
業
の
給
付
の
実
績
に
よ
る

も
の
で
す
。過
年
度
収
入
で
二
百
五
十

九
万
三
千
円
の
増
額
補
正
は
、平
成
二

十
六
年
度
確
定
に
よ
る
国
庫
負
担
金

精
算
交
付
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
障
害
者
福
祉
費
で
三
十
六

万
四
千
円
の
増
額
補
正
は
、平
成
二
十

六
年
度
確
定
に
よ
る
国
庫
支
出
金
返

納
金
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。臨
時
福

祉
給
付
金
等
給
付
事
業
費
で
、五
百
七

十
九
万
五
千
円
の
減
額
補
正
は
、支
給

平
成
二
十
七
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）（
所
管
分
）

平
成
二
十
七
年
度
松
茂

町
公
共
下
水
道
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

松
茂
町
介
護
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

平
成
二
十
七
年
度
松
茂

町
農
業
集
落
排
水
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）



まつしげ町議会だより　2016.3　第63号 10

決
定
者
の
確
定
に
よ
る
も
の
で
す
。児

童
福
祉
総
務
費
で
一
千
六
百
三
万
八

千
円
の
減
額
補
正
は
、児
童
手
当
の
確

定
に
よ
る
一
千
六
百
五
十
八
万
円
の

減
額
補
正
と
平
成
二
十
六
年
度
確
定

に
よ
る
国
庫
支
出
金
返
納
金
五
十
四

万
二
千
円
を
増
額
補
正
す
る
も
の
で

す
。老
人
福
祉
費
で
八
十
九
万
八
千
円

の
減
額
補
正
は
、敬
老
福
祉
手
当
の
対

象
者
の
確
定
に
よ
る
も
の
で
す
。老
人

保
健
費
で
七
十
九
万
五
千
円
の
増
額

補
正
は
、平
成
二
十
六
年
度
の
徳
島
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
負
担
金

の
確
定
に
よ
る
も
の
で
す
。喜
来
小
学

校
費
で
三
十
二
万
二
千
円
の
増
額
補

正
は
、教
育
環
境
整
備
の
た
め
備
品
購

入
費
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。歴
史
民

俗
資
料
館
費
の
委
託
料
で
百
四
十
二

万
二
千
円
の
減
額
補
正
は
、燻
蒸
業
務

を
執
行
し
た
結
果
、不
用
額
を
減
額
す

る
も
の
で
す
。操
出
金
の
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
操
出
金
で
、六
十
万
二
千

円
を
増
額
補
正
す
る
も
の
で
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

敬
老
福
祉
手
当
の
未
申
請
者
に
つ

い
て
、
民
生
委
員
の
協
力
を
求
め

て
は
ど
う
か
。

　

民
生
委
員
の
活
動
の
中
で
お
願
い

し
て
い
き
ま
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
五
千
六
百
四
万

二
千
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
予
算

の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
十
九

億
九
千
三
百
七
十
五
万
九
千
円
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

歳
入
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
で
四

千
六
百
三
万
四
千
円
の
増
額
補
正
は

確
定
に
よ
る
も
の
で
す
。
一
般
会
計

繰
入
金
で
六
十
万
二
千
円
及
び
繰
越

金
で
二
百
十
八
万
四
千
円
の
増
額
補

正
は
、
歳
出
の
増
額
補
正
分
の
財
源

と
し
て
充
て
る
も
の
で
す
。
一
般
第

三
者
納
付
金
で
七
百
二
十
二
万
二
千

円
の
増
額
補
正
は
、
交
通
事
故
等
の

第
三
者
行
為
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　

歳
出
の
一
般
管
理
費
で
、
六
十
万

二
千
円
の
増
額
補
正
は
、
歳
入
補
正

の
第
三
者
納
付
金
に
伴
う
事
務
手
数

料
と
し
て
国
保
連
合
会
へ
支
払
う
た

め
の
も
の
で
す
。
一
般
療
養
給
付
費

で
三
千
四
百
八
十
三
万
三
千
円
、
一

般
療
養
費
で
六
十
九
万
二
千
円
、
一

般
高
額
療
養
費
で
一
千
二
百
七
十
八

万
九
千
円
、
退
職
者
等
高
額
療
養
費

で
二
百
十
八
万
四
千
円
の
増
額
補
正

は
、
三
月
ま
で
の
見
込
み
に
よ
る
も

の
で
す
。
後
期
高
齢
者
支
援
金
で
七

百
七
十
六
万
三
千
円
の
増
額
補
正
及

び
介
護
納
付
金
で
二
百
八
十
二
万
一

千
円
の
減
額
補
正
は
、
確
定
に
よ
る

も
の
で
す
。

全
員
協
議
会
報
告

　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
四
日
議
員

全
員
、
町
長
は
じ
め
担
当
課
職
員
出

席
の
も
と
、
町
づ
く
り
に
関
わ
る
重

要
事
項
に
つ
い
て
協
議
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
主
な
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

　

平
成
十
八
年
度
か
ら
本
年
度
ま
で

の
「
第
四
次
松
茂
町
総
合
計
画
」
の

計
画
期
間
十
年
間
に
は
、
東
日
本
大

震
災
の
発
生
に
伴
う
防
災
意
識
の
高

ま
り
や
環
境
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
両
立
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
よ
る
農
業
や
地
域
産
業
へ

の
影
響
、
進
行
す
る
少
子
高
齢
化
な

ど
社
会
情
勢
に
様
々
な
変
化
が
あ
り

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
動
向
を
的
確
に
把
握

対
応
し
、
さ
ら
に
町
が
発
展
し
続
け

る
こ
と
を
目
指
し
て
、
平
成
二
十
八

年
度
を
初
年
度
と
し
、
平
成
三
十
七

年
度
を
目
標
年
度
と
す
る
本
町
の
最

上
位
計
画
で
あ
り
ま
す
「
第
五
次
松

茂
町
総
合
計
画
」
を
策
定
し
た
も
の

で
す
。

　
「
総
合
計
画
」
は
、「
基
本
構
想
」「
基

本
計
画
」「
実
施
計
画
」
に
よ
り
構
成

さ
れ
て
お
り
、「
基
本
構
想
」
は
総
合

計
画
の
骨
格
と
な
る
も
の
で
、
将
来

像
や
基
本
目
標
を
設
定
し
、
そ
れ
を

実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
体
系
等
を

示
す
十
箇
年
の
長
期
構
想
で
す
。

　

次
に
「
松
茂
町
ま
ち
・
ひ
と
・
し

ご
と
創
生
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
・
総
合
戦

略
」
に
つ
い
て
は
、
対
象
期
間
を
平

成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年

平
成
二
十
七
年
度
松
茂

町
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）

第
五
次
松
茂
町
総
合
計
画

基
本
構
想
及
び
総
合
戦
略

計
画
に
つ
い
て

第
五
次
松
茂
町
総
合
計
画

基
本
構
想
及
び
総
合
戦
略

計
画
に
つ
い
て

Ａ

Ｑ
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度
の
五
年
間
と
し
、国
の
長
期
ビ
ジ
ョ

ン
や
総
合
戦
略
を
勘
案
し
つ
つ
、
町

に
お
け
る
人
口
の
現
状
と
将
来
の
展

望
を
提
示
す
る
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
を
策

定
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
目
標
や

施
策
の
基
本
的
方
法
、
具
体
的
な
施

策
を
と
り
ま
と
め
る
も
の
で
す
と
い

う
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

徳
島
県
が
分
譲
・
貸
付
を
進
め
て

い
る
臨
空
用
地
に
つ
い
て
、
倉
庫
や

卸
売
業
を
対
象
と
し
た
流
通
施
設
用

地
一
区
画
に
つ
い

て
空
き
が
あ
り
、

進
出
企
業
を
再
募

集
し
た
結
果
、
一

社
の
進
出
企
業
が

決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
臨
空

用
地
の
全
二
十
三

区
画
が
全
て
埋
ま

る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
と
い
う
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
四
年
七
月
に
七
市
町
村

に
よ
り
設
置
さ
れ
た
徳
島
東
部
地
域

環
境
施
設
整
備
推
進
協
議
会
に
お
い

て
、
ご
み
焼
却
施
設
及
び
リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン
タ
ー
の
建
設
に
つ
い
て
検
討

を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
施
設
建
設

候
補
地
の
住
民
ら
か
ら
計
画
に
対
し

て
反
対
運
動
が
起
こ
り
ま
し
た
。
去

る
十
一
月
三
十
日
、
第
四
回
協
議
会

が
開
催
さ
れ
、
建
設
候
補
地
に
つ
い

て
白
紙
撤
回
の
承
認
、計
画
案
は
廃
案
、

協
議
会
は
解
散
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

今
後
、
松
茂
町
は
、
現
施
設
を
維

持
補
修
に
よ
り
適
切
に
管
理
し
な
が

ら
、
新
施
設
建
設
の
場
合
は
、
連
携

も
含
め
多
面
的
に
改
め
て
検
討
し
ま

す
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

前
回
報
告
以
降
の
ま
つ
し
げ
保
育

所
民
営
化
選
定
委
員
会
で
の
協
議
内

容
等
進
捗
状
況
に
つ
い
て
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

　

松
茂
町
の
通
知
カ
ー
ド
の
配
達
状

況
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五

日
か
ら
開
始
し
、
十
一
月
初
旬
に
配

達
は
終
了
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、返
戻
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
は
、

異
動
を
確
認
の
上
、
案
内
文
書
を
随

時
発
送
し
て
い
ま
す
と
い
う
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

地
震
・
津
波
対
策

特
別
委
員
会
報
告

　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
四
日
に
委

員
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
の
で
、

主
な
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

　

町
内
の
四
地
区（
中
喜
来
の
北
西
部
、

北
東
部
、
広
島
北
川
向
、
長
原
）
の

一
部
の
住
民
が
避
難
が
困
難
な
状
況

で
あ
り
、
平
成
二
十
七
年
六
月
下
旬

か
ら
七
月
上
旬
に
か
け
て
各
地
区
の

自
主
防
災
会
長
及
び
役
員
等
に
避
難

困
難
地
域
の
説
明
を
行
い
、
各
地
区

に
お
け
る
津
波
避
難
対
策
に
つ
い
て

地
元
意
見
の
と
り
ま
と
め
を
依
頼
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
中
喜
来
地
区
か
ら
、

汚
水
処
理
場
の
北
側
の
北
部
農
村
公

園
（
南
渕
一
八―

一
）
に
津
波
避
難

タ
ワ
ー
の
設
置
要
望
が
あ
り
、
本
年

度
の
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
計
画

で
、
中
喜
来
地
区
で
の
申
請
を
進
め

ま
す
。

　

ま
た
、
残
る
三
地
区
に
つ
い
て
も

地
元
意
見
の
集
約
が
で
き
次
第
、
年

次
的
に
津
波
避
難
施
設
を
整
備
し
ま

す
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

徳
島
東
部
地
域
環
境
施
設

整
備
計
画
に
つ
い
て

徳
島
東
部
地
域
環
境
施
設

整
備
計
画
に
つ
い
て

徳
島
阿
波
お
ど
り
空
港
臨

空
用
地
へ
の
企
業
の
進
出

状
況
に
つ
い
て

徳
島
阿
波
お
ど
り
空
港
臨

空
用
地
へ
の
企
業
の
進
出

状
況
に
つ
い
て

ま
つ
し
げ
保
育
所
民
営
化

に
関
す
る
進
捗
状
況
に
つ

い
て

ま
つ
し
げ
保
育
所
民
営
化

に
関
す
る
進
捗
状
況
に
つ

い
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ

い
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ

い
て

津
波
避
難
タ
ワ
ー
の
計
画

に
つ
い
て

津
波
避
難
タ
ワ
ー
の
計
画

に
つ
い
て
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編 

集 

後 

記

　

今
年
は
丙
申
（
ひ
の
え

ざ
る
）
と
い
う
年
で
す
。

丙
申
の
年
は
、
形
が
は
っ

き
り
す
る
、
固
ま
っ
て
い

く
と
い
う
成
長
段
階
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
前
回
の

丙
申
は
六
十
年
前
、
一
九

五
六
年
。
日
本
は
戦
前
の

経
済
水
準
を
超
え
る
ま
で

に
回
復
し
、
「
も
は
や
戦

後
で
は
な
い
」
と
い
う
言

葉
が
流
行
し
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
「
第
五
次
松

茂
町
総
合
計
画
」
及
び

「
松
茂
町
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
人
口
ビ
ジ
ョ

ン
・
総
合
戦
略
」
の
実
施

段
階
に
入
り
ま
す
。
よ
り

良
い
松
茂
町
実
現
の
た
め
、

私
た
ち
議
員
も
頑
張
っ
て

ま
い
り
ま
す
。

◆
議
会
広
報
特
別
委
員
会

委
員
長　

佐
藤
道
昭

副
委
員
長　

原
田
幹
夫

委
員　

佐
藤
禎
宏

委
員　

板
東
絹
代

委
員　

鎌
田
寛
司

　10月28日(水)～10月30日(金)の３日間、愛知県豊山

町、東郷町、西尾市の３市町及び国土交通省中部地方整

備局伊勢湾水理環境実験センターへ地域の振興と防災対

策について、議会議員の行政視察研修を実施しました。

　愛知県豊山町では、県営名古屋空港が所在し、空港を活用したまちづくりとコミュニティバスの運

行状況や行政サ－ビス向上のための取り組みについて視察をしました。特に、中部国際空港が開港し

た後の空港ビル周辺の商業施設誘致や空港を核とするまちづくりが、同じ空港のある町として参考に

なりました。

　次に、東郷町では、「セントラル開発」というバスターミナルや商業施設を核とする土地区画整理

事業の取り組みについて視察をしました。

　西尾市では、各学校での「おやじの会」という保護者の方の防災に対する取り組みと全市民を対象と

した防災訓練について視察をしました。

 また、国土交通省中部地方整備局伊勢

湾水理環境実験センタ－では、伊勢湾周

辺を再現した実験水槽で疑似津波を発生

させ、外洋から湾内に津波が押し寄せる

様子や地震による液状化現象のメカニズ

ムなどについて説明を受け、理解を深め

ました。

　このたびの行政視察で調査研究したこ

とを、我が町の振興と防災対策に活かし

ていきたいと考えています。

　11月11日(水)の正午より東京都のＮＨ

Ｋホールにおいて、第59回町村議会議長

全国大会が開催され、徳島県内の町村議

会議長が参加しました。

　大会では地方創生の実現をめざすた

め、「東日本大震災からの復興と大規模

災害対策の確立」「地方創生の推進」

「地方税財源の充実強化」「参議院選挙

制度改革に関する特別決議」など各種要

望、決議、特別決議が発表され、それぞ

れ全会一致で決定されました。

　大会終了後には、建築家の安藤忠雄東

京大学名誉教授による「地方の明日を創

る」と題した特別講演が行われました。

ＫＫＫＫ
第59回町村議会議長全国大会第59回町村議会議長全国大会

平成27年度
松茂町議会議員研修

平成27年度
松茂町議会議員研修


